
年末年始の面会について
令和3年12月31日～令和4年1月3日に関しては、

面会を中止とさせていただきます。

看取りケアの入居者様に関しては、ご面会いただけますが、

この4日間のうちで、1回のみの制限を設けさせていただきます。
（面会者に対して1回の制限です。親族が別々の日程で面会するのは可能です。）

面会時間は13時半～15時となります。面会時間15分。3人以下でお願いします。

この4日間の予約の際は、続柄と面会者の氏名をお伺いします。

ただし、非常に状態が悪い場合などは柔軟に対応いたします。

12月30日までと、1月4日からは、通常の面会方法でご面会いただけます。

基本的な面会方法は、裏面をご確認ください。

※近隣の感染状況により、

予告なく全ての面会を中止することもございます。

12月の土日の面会日

時間：13時半～15時

12月5日（日）、12月11日（土）、

12月18日（土）、12月26日（日）
予約枠が少ないため、

土日の予約に関しては、月1回のみ承ります。


